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先般、大型ボンベの運搬中、転倒等の衝撃によりフロン類が大気放出されるという事故が発生しました。 

すでに充てん口からの漏れを防止する「漏れ防止キャップ」を装着いただくようお願いしておりますが、

今後は「漏れ防止キャップ」の装着に加え、「ボンベ専用ケース」に梱包して引き渡していただくこと

を必須とさせていただきます。 

フロン類回収業者の皆さまには大変お手数をおかけすることとは存じますが、自動車リサイクル法に 

従い使用済自動車からのフロン類回収の徹底を図るため、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月より、フロン類の大型ボンベを引き渡す時は 

｢ボンベ専用ケース｣への梱包が必須になります!! 

I. 「ボンベ専用ケース」の仕様  
 

サイズ：400×400×400（mm） 

空き重量：約 3kg 

材質：ポリプロピレン 

 

①フロン類集荷専用伝票入れ 

②実施日記入欄 

※ 詳細は下記項目“IV.”にて説明 

③ベルト 

 

① 
②

③

II. 対象ボンベ  
 

ガードの上端がバルブ上端より高い大型ボンベ 

 

 

 

 

※ 下記のボンベについては別途対応が必要となります。 

該当ボンベを使用されている回収業者の皆さまは、お手数ですが自再協までご連絡ください。

① ガードがついていない 

② ガードがバルブより低い位置についている 

③ ロケット型 

ガード 

① ガード無し ③ ロケット型 ② ガードの位置が低い

※ 本ケースは無償にて提供いたします。 
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V. 「ボンベ専用ケース」運用開始までの日程  
 

〔9/中旬～10/中旬〕この期間にボンベを引き渡された回収業者の皆さまについては、指定引取 

場所からボンベを返却する際「ボンベ専用ケース」に梱包した状態で返却 

します。次回以降「ボンベ専用ケース」に梱包の上、引き渡してください。 

※ 上記期間にボンベの引き渡しを行われなかった回収業者の皆さまへは 

〔10/下旬〕頃、直送いたします。 

 

〔11/1～ 〕 「ボンベ専用ケース」に梱包のうえ引き渡していただくことが必須となります。 

梱包されていないボンベは引き取ることができませんのでご注意下さい。 

III. 収納方法 （上箱側面に記載の説明に従い収納してください） 

 
 
 
 
 
 
 
 ① 上箱をあける 

- 上箱と下箱はベルトで 

つながっています。絶対に

切り離さないでください。 

② ボンベを下箱に入れる 

- 底面の発泡スチロールへ 

確実に納めます。 

③ 上箱をかぶせ、ジョイ

ントをとめ、ベルトを

しっかり締める 

ご不明な点は  自動車再資源化協力機構 

TEL:03-5405-6155  まで 

※ 「ボンベ専用ケース」の使用が徹底されるまでの当面の間、「漏れ防止キャップ」と同様、集荷の
ご依頼をいただいた際（WEB･FAX で集荷依頼をされた場合は集荷依頼後）にヤマトコンタクト
サービスから確認のご連絡をさせていただきます。 
ボンベが梱包されていることを確認の上、集荷に伺いますので、あらかじめご了承いただきます
ようお願いいたします。 

IV. 回収業者の皆さまでの確認について  

 

「ボンベ専用ケース」の上箱上面ステッカーに記載の作業を実施の上、その実施日を記入例に従い 

ご記入下さい。 

1. 実施してください 2. 実施日をご記入ください 


